
前
漢
武
帝
代
の
地
域
社
会
と
女
性
格
役

|
|
安
徽
省
天
長
市
安
楽
鎮
十
九
号
漢
墓
木
臆
か
ら
考
え
る

l
|

は
じ
め
に

問
中
国
の
秦
漢
時
代
は
、
続
々
と
発
見
さ
れ
る
新
出
史
料
に
よ
っ
て

仙
絶
え
ず
新
た
な
知
見
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
最
近
の
重
要
な
報

役
告
の
一
つ
が
、
「
文
物
』
ニ

O
O六
年
一
一
期
に
掲
載
さ
れ
た
天
長
市

雌
文
物
管
理
所
・
天
長
市
博
物
館
「
安
徽
天
長
西
漢
墓
発
掘
簡
報
」
で

は
あ
る
。
こ
の
筒
報
で
報
告
さ
れ
た
一
九
号
基
は
前
漢
墓
で
安
徽
省
天

会
長
市
安
楽
鎮
紀
庄
村
に
あ
る
。
ニ

O
O四
年
一
一
月
二
六
日
に
発
見

糊
さ
れ
た
一
棺
一
棒
の
竪
穴
土
坑
墓
で
、
陶
器
、
銅
器
、
鉄
器
(
剣
が

例
棺
内
に
あ
り
)
等
の
副
葬
品
が
あ
り
、
そ
の
中
に
は
「
謝
子
翁
」
と

制
墨
書
銘
の
あ
る
漆
耳
杯
が
あ
り
、
さ
ら
に
三
四
件
の
木
臓
が
頭
府
に

武
あ
っ
た
。
各
木
股
は
長
さ
二
二
・
ニ

i
ニ
三
・
二
セ
ン
チ
、
幅
三
・

中
前
六

1
六
・
九
セ
ン
チ
で
、
そ
れ
ら
に
記
載
さ
れ
た
全
文
字
数
は
二
五

0
0字
前
後
で
あ
る
。
木
般
の
内
容
に
つ
い
て
は
コ
戸
口
簿
、
算
簿
、

l

書
信
、
木
刺
、
薬
方
、
礼
単
」
で
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
墓

山

勝

芳

回

の
あ
る
地
域
は
前
漢
代
臨
准
郡
・
東
陽
県
の
地
で
あ
り
、
基
主
の
姓

名
は
漆
耳
杯
の
墨
書
銘
と
木
肢
の
内
容
か
ら
謝
孟
と
推
定
さ
れ
、
彼

は
東
陽
県
の
有
力
官
吏
で
あ
っ
た
と
し
、
出
土
品
の
精
良
・
精
美
で

あ
る
こ
と
も
述
べ
て
い
る
。

乙
の
簡
報
を
読
ん
だ
と
き
に
、
私
が
特
に
注
目
し
た
の
は
、
東
陽

県
の
も
の
と
み
ら
れ
る
コ
戸
口
簿
」
「
算
簿
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
九

号
墓
文
書
で
は
、
簿
は
こ
の
二
種
類
だ
け
で
あ
る
が
、
前
漠
末
の
苦
J

湾
漢
基
筒
煩
の
東
海
郡
の
「
集
簿
」
に
対
し
て
、
前
漢
中
期
の
県
レ

ベ
ル
の
貴
重
な
事
例
と
な
目
。
「
算
簿
」
に
み
え
る
「
算
」
の
事
例
は
、

私
が
江
陵
鳳
嵐
山
一

O
号
墓
文
書
に
よ
っ
て
「
成
人
女
性
に
徳
役
義

務
が
あ
る
」
と
い
う
新
説
を
出
し
た
際
、
「
算
」
の
数
字
と
口
数
の
比

較
に
よ
っ
て
『
九
章
算
術
』
の
事
例
も
成
人
女
性
の
傍
役
の
存
在
を

証
す
る
も
の
と
し
た
姉
、
そ
の
理
解
が
正
確
で
あ
っ
た
乙
と
を
証
明

で
き
る
も
の
で
あ
り
、
自
説
の
確
認
が
新
出
史
料
に
よ
っ
て
な
さ
れ

る
幸
運
を
喜
ん
だ
。
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し
か
し
、
少
し
冷
静
に
な
っ
て
他
の
木
股
を
慎
重
に
読
み
、
こ
の

地
域
の
歴
史
的
背
景
を
様
々
に
考
え
る
に
つ
れ
、
こ
の
木
股
群
か
ら

東
陽
県
の
地
域
社
会
に
お
け
る
諸
問
題
が
浮
か
び
上
が
る
こ
と
に
気

づ
い
た
。
筒
報
は
時
代
に
つ
い
て
は
「
中
期
備
早
」
と
す
る
が
、
私

は一

O
号
木
般
に
み
え
る
日
付
「
十
二
月
」
は
武
帝
の
元
狩
四
年
の

朱
二
二
月
と
推
定
で
き
る
と
考
え
て
お
町
、
短
期
開
設
置
さ
れ
た
広

陵
郡
時
期
の
も
の
で
あ
り
、
基
主
の
死
亡
時
期
は
こ
の
元
狩
四
年
中

で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
し
て
い
る
。
墓
主
は
筒
報
の
い
う
よ
う
に

東
陽
県
の
有
力
官
更
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
が
、
岡
県
の
他
の
有

力
者
に
よ
る
圧
迫
が
そ
の
死
を
招
い
た
可
能
性
が
高
い
し
、
対
旬
奴

戦
争
、
水
害
な
ど
の
自
然
災
害
、
各
種
財
政
経
済
政
策
が
実
施
さ
れ

た
時
代
で
あ
る
だ
け
に
、
社
会
的
動
揺
が
深
刻
で
あ
っ
た
こ
と
も
窺

わ
れ
、
武
帝
代
に
お
け
る
長
江
下
流
域
の
地
域
社
会
の
動
向
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
と
考
え
る
に
至
っ
た
。

以
下
に
お
い
て
、
こ
の
「
算
」
と
女
性
傍
役
問
題
及
び
こ
の
地
域

社
会
に
関
わ
る
側
面
の
二
点
に
焦
点
を
絞
っ
て
簡
潔
に
論
じ
た
い
。

「
戸
口
簿
」
「
算
簿
」
と
東
陽
県
の
歴
史
地
理

秦
漢
時
代
の
墓
中
文
書
を
取
り
扱
う
場
合
、
遺
族
等
の
ど
の
よ
う

な
意
向
に
よ
っ
て
墓
が
作
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
必

要
が
あ
る
。
ま
た
基
制
、
副
葬
品
の
件
数
・
内
容
等
を
検
討
し
て
、
墓

主
の
生
前
の
地
位
や
遺
族
の
力
な
ど
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ

に
よ
っ
て
、
墓
と
筒
般
を
含
む
副
葬
品
全
般
が
意
味
す
る
も
の
を
理

解
で
き
る
。
こ
の
基
に
つ
い
て
み
た
場
合
、
前
漢
各
時
期
の
長
江
流

域
等
の
諸
墓
に
比
較
し
て
も
、
ヲ
」
の
基
主
は
鉄
剣
を
帯
び
、
相
当
数

の
奴
舛
を
有
し
て
い
た
東
陽
県
の
有
力
官
吏
の
一
人
で
あ
っ
た
と
み

て
よ
い
。
文
字
が
書
か
れ
た
木
股
は
、
全
三
四
件
の
う
ち
一

O
件
で

あ
る
。
他
は
無
文
字
の
木
股
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
無
文
字
木
闘
は

死
後
の
世
界
に
お
い
て
基
主
の
使
用
に
供
す
る
た
め
に
、
書
写
用
と

し
て
入
れ
ら
れ
た
し
、
文
字
が
書
か
れ
た
木
勝
も
生
前
と
同
様
に
死

後
の
生
活
に
と
っ
て
様
々
な
形
で
必
要
な
も
の
と
し
て
入
れ
ら
れ
た

は
ず
で
あ
る
。
一
号
木
版
以
外
の
九
件
は
い
ず
れ
も
書
き
手
が
異
な

り
、
基
主
あ
て
に
書
か
れ
た
現
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
中

に
あ
っ
て
、

A
面
が
コ
戸
口
簿
」
、

B
面
が
「
算
簿
」
の
一
号
木
股
だ

け
は
官
庁
文
書
で
あ
り
、
県
の
属
吏
中
「
主
吏
」
等
の
上
級
官
吏
が

扱
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
県
内
各
郷
の
戸
数
・
口
数
と
、
「
事
算
」
と

「
復
算
」
が
書
か
れ
て
お
り
、
死
亡
年
に
近
い
数
年
の
簿
の
う
ち
の
不

要
帳
簿
そ
の
も
の
、
な
い
し
原
簿
か
ら
書
き
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
直

接
的
に
墓
主
生
前
の
職
務
を
示
す
。

ま
ず
東
陽
県
の
歴
史
地
理
か
ら
検
討
し
た
い
。
『
漢
書
』
巻
二
八
上
、

地
理
志
上
の
臨
准
郡
の
記
載
を
み
る
と
、
所
属
県
は
二
九
で
、
武
帝

元
狩
六
年
(
前
一
一
七
)
設
置
を
伝
え
て
い
る
。
郡
治
の
あ
る
主
県

は
徐
県
で
、
好
胎
県
に
「
都
尉
治
」
が
あ
り
、
侯
図
は
高
平
以
下
七



つ
で
、
鉄
官
は
二
県
に
あ
っ
た
。
な
お
塩
漬
県
に
は
鉄
官
の
記
載
だ

け
が
あ
る
が
、
私
は
塩
官
も
置
か
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え

て
い
る
。
こ
の
地
域
は
北
部
を
准
河
が
流
れ
、
南
は
長
江
、
東
は
海

に
商
し
、
高
郵
湖
・
洪
沢
湖
等
の
湖
沼
が
多
い
、
前
漢
末
の
大
郡
の

一
つ
で
あ
っ
た
。
高
祖
六
年
(
前
二

O
ご
春
正
月
に
荊
王
国
の
一

郡
と
な
っ
た
と
の
地
は
東
陽
郡
で
あ
っ
た
が
、
高
祖
一
二
年
(
前
一

九
五
)
に
呉
王
劉
沸
の
玉
都
が
東
陽
郡
の
広
陵
県
(
現
揚
州
市
)
に

置
か
れ
た
。
景
帝
三
年
(
前
一
五
四
)
呉
楚
七
国
の
乱
で
呉
国
は
廃

さ
れ
、
武
帝
の
兄
の
劉
非
が
江
都
王
と
な
り
、
同
様
に
広
陵
県
を
王

町
都
と
し
て
、
東
陽
郡
と
丹
陽
郡
を
そ
の
領
域
と
し
た
。
非
の
子
劉
建

仙
が
武
帝
元
狩
二
年
(
前
=
二
)
に
謀
反
・
自
殺
し
て
王
国
は
廃
さ

役
れ
、
東
陽
郡
の
地
は
広
陵
郡
と
な
っ
た
(
『
漢
書
』
巻
五
三
、
景
十
三

雌
王
伝
・
江
都
王
非
伝
付
建
伝
)
。
自
殺
は
夏
の
後
、
秋
の
前
(
同
巻
六
、

は
武
帝
紀
)
な
の
で
、
六
月
ご
ろ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
地
理
志
下
の
広
陵

会
国
の
条
で
は
、
広
陵
国
設
置
以
前
の
武
帝
元
狩
三
年
(
前
一
一
一

O
)
に

印
刷
「
広
陵
」
と
し
た
と
あ
り
、
郡
設
置
は
同
年
の
可
能
性
も
あ
る
。
王
国

叫
廃
止
処
置
と
漠
直
轄
郡
設
置
に
時
間
が
か
か
り
、
正
式
な
郡
設
置
・

附
郡
太
守
任
命
が
歳
首
の
一

O
月
、
即
ち
三
年
初
め
に
ず
れ
込
ん
だ
可

武
能
性
も
あ
り
、
元
狩
=
一
年
初
頭
の
設
置
と
考
え
て
お
き
た
い
。

郎
元
狩
六
年
(
前
一
一
七
)
夏
四
月
に
至
り
、
劉
背
が
広
陵
王
に
な

り
、
広
陵
県
を
王
都
と
し
た
。
そ
の
所
属
県
数
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ

の
広
陵
王
国
以
外
の
旧
広
陵
郡
の
領
域
に
は
、
臨
准
郡
が
置
か
れ
た
。
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こ
れ
に
つ
い
て
、
周
振
鶴
は
『
晋
書
』
巻
一
五
、
地
理
士
山
下
、
徐
州

の
条
の
「
武
帝
分
捕
・
東
陽
置
臨
准
郡
」
を
根
拠
と
し
て
、
准
河
の

西
・
北
の
地
を
捕
か
ら
分
割
し
た
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。
そ
の
可

能
性
は
あ
る
が
、
詳
細
は
分
か
ら
な
い
。
以
後
、
一
時
広
陵
園
が
廃

止
さ
れ
、
ま
た
復
活
す
る
と
い
う
展
開
を
み
る
が
、
広
陵
固
と
臨
准

郡
は
漢
末
ま
で
存
続
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
東
陽
県
の
所
属
す
る
王

国
・
郡
は
変
遷
し
、
し
か
も
前
漢
前
期
に
は
「
東
陽
郡
」
と
い
う
郡

名
も
あ
っ
た
の
で
、
秦
・
前
漢
の
あ
る
段
階
で
は
東
陽
県
が
郡
の
中

心
都
市
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

前
漢
前
半
、
県
に
は
後
半
の
功
曹
に
相
当
す
る
県
の
「
主
吏
」
以

下
、
令
史
・
丞
史
・
尉
史
な
ど
の
属
吏
が
置
か
れ
て
い
た
。
ま
た
郡

に
は
一

O
名
前
後
の
卒
史
と
そ
の
下
に
書
佐
が
置
か
れ
て
い
た
し
、

郡
の
属
吏
は
領
域
内
の
県
の
属
吏
中
か
ら
選
ば
れ
た
。
ま
た
張
家
山

漢
簡
「
二
年
律
令
」
の
秩
律
に
は
東
陽
県
は
み
え
な
い
が
、
岡
県
は

大
県
だ
っ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
、
長
官
の
令
は
少
な
く
と
も
八
百
石

ク
ラ
ス
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
秩
律
に
よ
れ
ば
、
八
百
石
の
令
の
下

の
丞
と
尉
は
四
百
石
で
、
属
吏
の
司
空
・
回
・
郷
部
は
二
百
石
で
あ
っ

た
。
し
か
し
秩
律
に
は
地
方
郡
県
の
卒
史
・
史
の
官
秩
は
み
ら
れ
な

い
。
「
百
甘
石
」
と
い
う
官
秩
も
み
え
る
が
、
県
属
吏
の
ト
ッ
プ
に
あ
っ

た
「
主
吏
」
の
令
史
は
、
官
秩
二
百
石
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、

不
確
か
で
あ
る
。

な
お
江
都
国
時
代
の
元
光
元
年
(
前
一
=
一
四
)
に
萱
仲
錦
町
が
国
相
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と
な
っ
た
。
こ
の
年
は
江
都
易
王
劉
非
の
二
一
年
に
あ
た
り
、
ち
ょ

う
ど
『
春
秋
繁
露
』
止
雨
篇
に
「
二
十
一
年
甲
申
朔
丙
午
、
江
都
相

仲
野
、
告
内
史
中
尉
」
と
あ
る
記
事
と
合
致
す
る
。
乙
の
「
甲
申
朔

丙
午
」
は
元
光
元
年
の
年
末
で
あ
る
後
九
月
の
朔
が
甲
申
な
の
で
、
丙

午
は
二
三
日
と
な
り
、
萱
仲
針
が
江
都
の
相
と
な
っ
た
年
の
年
末
に

下
し
た
命
令
と
な
る
。

さ
ら
に
「
内
史
中
尉
」
の
後
に
「
書
十
七
県
八
十
離
郷
」
と
あ
り
、

こ
れ
は
支
郡
の
丹
陽
郡
を
除
い
た
東
陽
郡
の
範
囲
内
に
出
し
た
命
令

と
み
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
一
七
県
が
当
時
の
東
陽
郡
の
所
属
県
数
と

な
り
、
一
県
の
平
均
郷
数
は
五
・
七
と
な
る
。
私
は
こ
れ
に
よ
っ
て
、

一
県
は
一
都
郷
・
三
下
郷
を
定
制
と
す
る
と
い
う
古
賀
登
説
を
批
判

し
、
前
漢
末
の
デ
ー
タ
に
基
げ
ば
一
一
県
当
り
平
均
四
・
一
七
郷
と
な

る
が
、
そ
れ
は
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
数
字
に
過
ぎ
な
い
し
、
む
し

ろ
「
郷
数
の
理
想
型
」
は
一
都
郷
、
四
離
郷
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か

nn} 

と
述
べ
た
。
こ
れ
も
一
号
木
股
に
関
わ
る
論
点
の
一
つ
と
な
る
。

な
お
以
下
の
木
股
文
の
引
用
に
お
い
て
は
ス
ペ
ー
ス
の
制
約
に
よ

り
、
試
釈
だ
け
を
掲
げ
る
木
股
が
あ
る
こ
と
、
及
び
引
用
す
る
原
文

に
も
通
用
文
字
を
使
用
す
る
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。
一
号
木
股

の
A
面
上
部
に
コ
戸
口
簿
」
、

B
面
上
部
に
「
算
簿
」
と
記
載
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
が
表
裏
各
面
の
表
題
で
あ
る
。

(
A
面

)

一

戸

口

簿

.
戸
凡
九
千
一
百
六
十
九
少
前

口
四
万
九
百
七
十
少
前

.
東
郷
戸
千
七
百
八
十
三
口
七
千
七
百
九
十
五

都
郷
戸
二
千
三
百
九
十
八
日
万
八
百
一
十
九

楊
池
郷
戸
千
四
百
五
十
一
口
六
千
三
百
廿
八

鞠
(
?
)
郷
戸
八
百
八
十
口
四
千
五

垣
落
北
郷
戸
千
三
百
七
十
五
日
六
千
三
百
五
十
四

垣
漉
東
郷
戸
千
二
百
八
十
二
口
五
千
六
百
六
十
九

(
B
面

)

算

簿

集
八
月
事
算
二
万
九
復
算
二
千
品
川
五

都
郷
八
月
事
算
五
千
品
川
五

東
郷
八
月
事
算
三
千
六
百
八
十
九

垣
灘
北
郷
戸
八
月
事
算
三
千
二
百
八
十
五

垣
漉
東
郷
八
月
事
算
二
千
九
百
品
川
一

鞠
(
?
)
郷
八
月
事
算
千
八
百
九
十

楊
池
郷
八
月
事
算
三
千
一
百
六
十
九

.
右
八
月

・
集
九
月
事
算
万
九
千
九
百
八
十
八
復
算
二
千
六
十
五

都
郷
と
五
郷
の
合
計
六
郷
の
県
で
あ
り
、
一
戸
平
均
口
数
は
四
・

四
七
弱
で
、
口
い
事
算
竹
二
日
一
と
な
る
。
県
名
は
書
か
れ
て
い
な

い
が
、
東
陽
県
の
も
の
と
み
て
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
ち
ょ
う
ど
八

月
案
比
・
算
民
の
時
期
の
統
計
で
あ
る
。
こ
の
「
事
算
」
は
、
前
漢

【口〕

代
の
「
事
」
の
用
例
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
柑
惜
役
義
務
を
負
う
者
を



指
し
、
「
復
算
」
は
な
ん
ら
か
の
理
由
に
よ
る
免
除
者
と
考
え
て
よ
い

し
、
復
算
数
は
全
算
数
の
一
割
前
後
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
復
算
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
一
九
九
九
年
に
発
見
さ
れ
た
湖
南

省
況
陵
県
況
陵
侯
呉
陽
墓
の
「
黄
簿
」
に
も
関
連
す
る
も
の
が
み
ら

れ
る
。

復
算
百
七
十
、
多
前
四
、
以
産
子
故
。
(
九
八
簡
)

不
更
五
十
九
人
、
其
二
人
免
老
、
一
人
腕
老
、
十
三
人
罷
握
。
(
一

0
0筒
)

が
そ
れ
で
あ
る
。
前
者
は
「
復
算
」
数
が
一
七

O
で
あ
り
、
こ
れ
は

間
前
回
の
統
計
に
比
べ
て
四
増
加
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
「
産
子
」

仙
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
高
祖
七
年
(
前
二

O
O
)
に
「
民

役
産
子
、
復
勿
事
二
歳
」
(
『
漢
書
』
巻
一
下
、
一
旦
同
帝
紀
下
)
と
あ
る
も

雌
の
に
よ
る
。
私
は
、
こ
れ
が
妊
娠
・
出
産
の
女
性
を
優
遇
し
た
も
の

汝
で
あ
り
、
妊
娠
を
確
認
し
て
か
ら
出
産
後
の
一
定
期
間
ま
で
の
こ
年

釦
間
の
徳
役
免
除
で
あ
る
と
考
え
出
。
ま
た
後
者
は
、
張
家
山
「
二
年

蜘
律
令
」
の
侍
律
に
あ
る
「
不
更
六
十
二
皆
為
免
老
」
(
三
五
六
簡
)
、

倒
「
不
更
五
十
八
:
皆
為
院
老
」
(
一
ニ
五
七
筒
)
の
規
定
に
よ
っ
て
い
る
。

制
不
更
五
九
人
の
う
ち
、
二
人
が
六
二
歳
以
上
の
免
老
で
、
一
人
が
五

戒
八
歳
以
上
の
院
老
で
あ
り
、
さ
ら
に
残
り
の
五
六
人
の
う
ち
一
三
人

的
が
身
体
障
害
者
で
絡
役
の
減
免
対
象
者
な
の
で
あ
る
。

き
て
「
算
簿
」
に
話
を
戻
す
と
、
九
月
の
総
計
で
は
事
算
が
二
一

5

減
り
、
復
算
が
二

O
増
加
し
て
い
て
、
全
体
と
し
て
一
減
少
し
て
い

る
。
乙
れ
は
死
者
が
出
た
な
ど
に
よ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
復

算
対
象
者
は
女
性
で
妊
娠
出
産
し
た
者
以
外
、
養
老
の
復
除
そ
の
他

が
あ
っ
問
。
私
の
「
算
」
の
理
解
は
、
「
漢
代
に
お
げ
る
「
算
」
は
、

本
来
的
に
算
木
で
計
算
す
る
こ
と
か
ら
、
帳
簿
類
に
用
い
ら
れ
た
言

葉
で
も
あ
り
、
評
価
点
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
た
し
、
様
々
な
も

の
に
用
い
た
単
位
で
も
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
税
役
関
係
で
い
え
ば
、
一

定
の
財
産
評
価
額
を
算
と
し
、
さ
ら
に
一
五
歳
以
上
の
径
役
と
算
賦

を
負
担
す
る
成
年
男
女
を
数
え
る
単
位
で
も
あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と

に
尽
き
る
。

そ
し
て
『
九
章
算
術
』
巻
二
一
、
衰
分
の
「
北
郷
算
八
千
七
百
五
十

八
」
、
同
巻
六
、
均
輸
の
「
甲
県
四
万
二
千
算
」
な
ど
と
あ
る
「
算
」

に
つ
い
て
、
私
は
「
概
し
て
算
数
が
戸
数
に
比
べ
て
二
倍
く
ら
い
多

め
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
・
:
愚
錯
の
言
に
見
え
る
よ
う
な
一

家
五
人
と
し
て
夫
婦
二
人
が
労
役
に
当
た
り
得
る
と
い
う
状
況
と
合

致
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
『
九
章
算
術
』
に
お
い
て
、
こ

の
「
算
」
が
発
絡
の
場
合
の
基
準
と
も
な
り
、
ま
た
出
銭
の
場
合
の

基
準
と
も
な
っ
て
い
る
の
は
、
漢
代
の
算
賦
・
徳
待
「
謀
徴
対
象
者
を

数
え
る
単
位
と
し
て
の
「
算
」
の
用
法
を
前
提
と
し
な
い
か
ぎ
り
解

釈
で
き
な
い
の
で
あ
る
」
と
し
た
。

こ
の
コ
戸
口
簿
」
と
「
算
簿
」
の
数
字
は
、
一
家
五
人
前
後
で
そ

の
半
分
程
度
が
事
算
対
象
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
ヲ
」

の
事
算
中
か
ら
成
人
女
性
を
除
い
た
な
ら
ば
、
「
成
人
男
子
数
」
U
「子
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供
・
女
性
・
老
の
数
」
と
い
う
著
し
い
人
口
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
に
な
っ

て
し
ま
う
。
要
す
る
に
、
こ
の
新
出
史
料
は
私
が
論
じ
て
き
た
よ
う

に
成
人
女
性
が
算
で
数
え
ら
れ
箔
役
に
当
た
っ
て
い
た
こ
と
を
明
瞭

に
証
明
す
る
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
、
萱
仲
掘
削
『
春
秋
繁
露
』
止
雨

篇
に
み
ら
れ
る
武
帝
時
代
の
東
陽
郡
の
一
県
あ
た
り
平
均
郷
数
五
・

七
郷
に
対
し
て
、
己
の
東
陽
県
は
一
都
郷
、
五
離
郷
の
六
郷
で
あ
り
、

当
時
の
平
均
よ
り
は
や
や
大
き
い
こ
と
も
分
か
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
県
全
体
の
「
戸
口
簿
」
「
算
簿
」
を
持
ち
う
る

の
は
、
県
の
有
力
属
吏
で
あ
り
、
東
海
郡
功
世
間
の
罪
湾
筒
煩
と
同
様

に
、
墓
主
は
や
は
り
県
の
主
吏
ク
ラ
ス
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

前
漢
前
期
で
は
湖
北
省
江
陵
鳳
風
山
一

O
号
基
簡
臓
が
郷
・
星
レ
ベ

ル
の
文
書
で
あ
り
、
一
切
陵
侯
国
の
「
黄
簿
」
が
県
の
レ
ベ
ル
の
文
書

で
あ
り
、
前
漢
後
期
で
は
罪
湾
筒
肢
は
郡
レ
ベ
ル
の
文
書
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
「
戸
口
簿
」
「
算
簿
」
は
武
帝
期
の
県
レ
ベ
ル
の
文
書
の

貴
重
な
事
例
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
。

墓
主
へ
の
手
紙
と
東
陽
県
の
地
域
社
会

次
に
検
討
す
る
の
は
、
二
号
木
臆
以
下
、
五
、
一

O
(
A
・
B
)
、

一二

(
A
・
B
)
、
二
ニ
、
一
四
、
一
五

(
A
・
B
)
、
一
八
、
ニ

O

の
九
件
の
木
股
で
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
試
釈
だ
け
を
掲
げ
る
も

の
も
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。
な
お
試
釈
と
す
る
の
は
、
文

字
の
確
定
が
難
し
い
箇
所
が
多
い
こ
と
、
手
紙
は
送
り
手
、
使
者
、
受

取
人
の
状
況
を
正
確
に
判
断
す
る
乙
と
が
難
し
い
こ
と
に
よ
る
。
中

国
古
代
で
、
書
籍
掲
載
以
外
で
こ
れ
だ
げ
ま
と
ま
っ
た
生
の
手
紙
が

あ
る
こ
と
自
体
が
貴
重
な
資
料
と
い
っ
て
よ
い
。

ま
ず
二
号
木
股
は
上
部
が
欠
け
て
い
る
が
、
次
の
よ
う
な
試
釈
を

'レムたい。:
伏
し
て
口
歳
足
下
に
進
言
す
。
今
、
公
孫
翁
を
遺
(
?
)
し

て
、
曲
げ
て
減
せ
ら
れ
よ
:

・
口
七
寸
、
買

(
H
価
)
銭
四
千
四
百
銭
な
り
。
中
梁
母
け
れ

ば
、
為
め
に
広
陵
(
?
)
に
取
る
・

・
:
人
来
り
て
斉
に
広
銭
を
上
(
?
)
告
せ
り
。
人
、
買
し
て
以

て
斉
の
為
に
軍
に
如
く
。

こ
の
木
股
は
姓
名
不
詳
の
某
が
謝
孟
に
出
し
た
手
紙
で
あ
る
。
価
格

四
四

O
O銭
の
物
を
買
い
、
そ
の
地
で
は
中
梁
(
よ
い
ア
ワ
の
意

か
?
)
が
な
か
っ
た
の
で
、
広
陵
県
で
購
入
し
た
。
兵
が
動
員
さ
れ

た
の
で
、
「
:
人
」
が
な
ん
ら
か
の
金
額
(
「
皐
銭
」
は
少
な
い
お
金
?
)

を
出
し
て
兵
役
義
務
の
あ
る
英
斉
に
代
る
人
を
一
雇
用
し
て
従
軍
さ
せ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
は
一

O
号
木
股

に
み
ら
れ
る
発
兵
の
事
実
と
即
応
し
て
お
り
、
こ
の
手
紙
は
東
陽
県

で
の
発
兵
段
階
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ

ば
、
こ
の
某
は
公
孫
翁
を
使
者
と
し
て
手
紙
を
送
り
、
東
陽
県
の
主

吏
ク
ラ
ス
の
謝
孟
に
対
し
て
、
自
分
の
子
供
か
親
族
で
あ
る
某
斉
に
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つ
い
て
、
代
理
人
を
雇
用
し
た
こ
と
を
了
承
し
て
も
ら
お
う
と
し
、
そ

れ
に
見
合
う
贈
物
も
使
者
に
持
た
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
曲
げ

て
蔵
せ
ら
れ
よ
」
と
書
い
て
い
る
理
由
は
そ
己
に
あ
る
の
で
は
な
か

ろ
〉
っ
か
。

五
号
木
腐
の
原
文
・
試
釈
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
。

丙
充
国
諮
伏
地
再
拝
請

孟
馬
足
下
寒
気
始
至
願
孟
為
侍
前
強
幸
酒
食

道
出
入
謹
故
(
?
)
飲
(
?
)
酒
(
?
)
[
拝
]
一
吉
充
国
所
厚

言
口
吏
充

国
願
孟
口
厚
薦
左
右
充
園
伏
地
幸
甚
有

口
口
充
国
願
得
奉
聞
孟
口
急
母
慈

口
口
(
伏
)
地
再
拝

丙
充
園
、
謹
ん
で
伏
地
再
拝
し
、
孟
馬
足
下
に
請
う
。
寒
気

始
め
て
至
れ
ば
、
願
く
は
孟
為
め
に
前
に
侍
し
、
強
い
て
酒

食
を
幸
せ
ら
れ
よ
。
道
に
出
入
す
れ
ば
、
謹
ん
で
故
さ
ら
に

飲
酒
せ
よ
。
拝
し
て
充
国
の
厚
せ
る
所
を
一
一
盲
い
、
廷
吏
に
き
一
回

わ
ん
こ
と
を
。
充
園
願
わ
く
は
、
孟
厚
く
左
右
に
薦
め
ら
れ

る
こ
と
有
ら
ん
こ
と
を
。
(
そ
う
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
)
充
国
、

伏
地
幸
甚
な
り
。
有
口
口
。
充
国
願
く
は
孟
卿
(
?
)
に
、
急

に
し
て
慈
母
き
や
を
奉
聞
す
る
こ
と
を
得
ん
こ
と
を
。
充
園
、

伏
地
再
拝
す
。

「
寒
気
始
め
て
至
」
る
時
期
と
は
、
暦
で
は
冬
は
一

O
月
か
ら
と
は
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い
っ
て
も
こ
の
東
陽
県
地
域
で
は
一
一
月
頃
に
該
当
す
る
で
あ
ろ
う

か
。
丙
充
園
が
、
謝
孟
に
自
分
の
親
し
い
人
物
を
県
吏
に
し
て
ほ
し

い
旨
、
人
物
推
薦
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
「
馬
足
下
」
は

筒
報
の
い
う
よ
う
に
当
時
の
慣
用
句
で
あ
る
。
ま
た
「
飲
食
」
云
々

も
慣
用
句
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
謝
孟
は
「
病
」
と
な
る
が
、
こ

の
時
期
は
ま
だ
「
病
」
で
は
な
い
し
、
謝
孟
に
人
物
推
薦
を
請
託
し

て
も
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

次
に
一

O
号
木
勝

(
A
・
B
)
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
東
陽
県
の
地

域
社
会
を
考
え
る
上
で
極
め
て
大
き
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
原
文
と
試
釈
と
を
掲
げ
る
。

(
A面
)
貴
且
伏
地
再
拝
請

橋
子
孟
馬
足
下
賞
且
頼
厚
徳
到
束
郡
幸
母
慈
賞
且
行
守
丞

上
訂
以
十
二
月
壬
成
到
錐
陽
以
甲
子
発
兵
広
陵
長
史
卿
倶
口

以
賞
且
家

室
事
受
(
?
)
辱
左
右
貫
且
諸
家
死
有
余
罪
母
可
者
各
自
謹

而
己
家
母

可
鼓
者
且
完
而
己
責
且
西
故
自
亙
為
所
以
請
謝
者
即
(
つ
)

事
復
(
つ
)
大
急
幸
遣
賞
且
記
揺
子
孟
通
亡
桃
事
願
以
遠
謹

(
B
面
)
為
故
書
不
能
登
意
幸
少
留
意
志
帰
至
来
留
東
陽
母
使
帰

大
事
果
、
時
幸
進
酒
食
口
察
諸
賞
且
過
還
故
県
母
綬
急

以
支
亡
劾
母
官
事
伏
地
再
拝

孫
子
孟
馬
足
下
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賞
且
、
伏
地
再
拝
し
、
孫
子
孟
馬
足
下
に
請
う
。
賞
且
、
厚

徳
に
頼
り
、
束
郡
に
到
り
、
幸
い
に
慈
母
し
。
賞
且
、
守
丞

を
行
し
、
上
訂
(
あ
る
い
は
「
行
」
か
?
つ
ま
り
中
央
方

向
に
行
く
こ
と
を
意
味
し
た
か
?
)
、
十
二
月
壬
成
(
八
日
)

を
以
て
、
従
陽
に
到
り
、
甲
子
(
一

O
日
)
を
以
て
兵
を
発

す
(
そ
し
て
東
郡
に
進
軍
)
。
広
陵
長
史
卿
倶
口
(
「
行
」
等

の
文
字
か
?
)
。
賞
且
の
家
室
の
事
を
以
て
、
辱
を
左
右
に
受

く
。
賞
且
の
諸
家
、
死
す
る
も
余
有
り
。
罪
何
も
母
け
れ
ば

(
あ
る
い
は
「
罪
さ
る
る
可
き
な
け
れ
ば
」
)
、
各
自
謹
し
む
而

己
。
家
鼓
き
る
可
き
者
母
け
れ
ば
、
賞
且
完
き
市
己
。
責
E

(
今
は
遠
く
離
れ
て
い
て
)
西
す
。
故
に
自
ら
藍
か
に
為
め
に

請
謝
す
る
所
以
の
者
な
り
(
下
字
が
「
即
」
と
し
て
、
「
者
」

で
文
を
切
る
。
)
。
即
し
事
、
復
た
大
だ
急
な
ら
ば
、
幸
い
に

遺
せ
ら
れ
よ
O

(

そ
う
し
た
な
ら
ば
)
賞
且
、
蒲
子
孟
、
亡
逃

を
通
ぜ
し
事
を
記
せ
ん
。
願
く
は
遠
な
る
を
以
て
謹
ん
で
故

さ
ら
に
書
せ
し
為
、
意
を
尽
く
す
能
わ
ず
。
幸
い
に
も
少
し

く
留
意
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
。
帰
り
至
ら
ば
東
陽
に
来
留
せ
ん

と
す
る
志
あ
り
。
大
事
に
帰
さ
使
む
る
母
れ
。
寒
時
な
れ
ば
、

幸
い
に
酒
食
を
進
め
、
直
(
ワ
)
ち
に
諸
れ
を
察
せ
ら
れ
よ
。

賞
且
過
り
て
故
県
に
還
ら
ば
、
緩
急
も
て
以
っ
て
支
え
る
母

く
、
官
事
母
き
を
劾
す
る
亡
れ
。
車
川
子
孟
馬
足
下
に
伏
地
再

拝
す
。

こ
れ
は
、
東
陽
県
に
家
が
あ
り
、
現
在
、
広
陵
郡
「
行
守
丞
」
と

な
っ
て
い
る
貫
且
が
、
元
狩
四
年
(
前
一
一
九
)
一
一
一
月
八
日
に
洛

陽
に
至
り
、
一

O
日
に
発
兵
が
あ
り
、
東
に
二

0
0キ
ロ
余
り
の
束

郡
に
至
っ
た
が
、
そ
の
前
に
家
の
者
な
い
し
宗
族
の
者
が
何
か
犯
罪

を
犯
し
て
、
謝
孟
の
部
下
の
県
吏
か
ら
辱
め
を
受
け
る
よ
う
な
こ
と

が
あ
り
、
こ
の
行
軍
の
途
次
に
急
逮
知
ら
せ
が
入
っ
た
た
め
に
、
急

ぎ
束
郡
か
ら
手
紙
を
出
し
て
謝
孟
に
請
託
し
た
手
紙
と
み
ら
れ
る
。

な
お
こ
の
手
紙
で
は
「
寒
時
な
れ
ば
幸
い
に
沼
食
を
進
め
」
と
日
常

挨
拶
程
度
の
体
を
労
わ
る
よ
う
に
と
い
う
文
言
し
か
な
い
の
で
、
ま

だ
謝
孟
は
「
病
」
で
は
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
、
こ
の
強
硬
な
請
託
を

受
け
た
後
に
「
病
」
に
な
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
要
す
る
に
、
「
病
」

の
あ
る
木
股
は
い
ず
れ
も
こ
の
木
煩
以
降
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

ま
ず
、
こ
の
「
広
陵
」
が
広
陵
国
で
は
な
く
広
陵
郡
で
あ
る
こ
と

か
ら
述
べ
る
。
こ
の
木
股
に
は
「
広
陵
長
史
」
と
あ
っ
て
、
賞
且
は

東
陽
県
に
家
が
あ
り
な
が
ら
、
広
陵
の
「
行
守
丞
」
と
な
り
、
広
陵

の
長
史
の
下
に
つ
き
従
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
『
漢
書
』
巻
一
九
上
、

百
官
公
卿
表
上
の
郡
守
の
条
に
「
有
丞
、
漣
郡
又
有
長
史
、
掌
兵
馬
、

秩
皆
六
百
石
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
長
史
は
前
漢
代
辺
郡
に
軍
事

担
当
官
と
し
て
置
か
れ
て
い
た
。
呉
楚
七
国
の
乱
以
降
に
お
い
て
は
、

王
国
の
軍
事
権
の
制
約
は
一
一
層
強
ま
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
の
で
、

軍
事
担
当
の
長
史
は
王
国
に
は
配
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら



師
、
こ
の
軍
事
動
員
に
お
い
て
、
広
陵
郡
の
兵
が
関
東
の
最
重
要
拠

点
洛
陽
に
入
り
、
さ
ら
に
束
郡
方
面
の
鎮
圧
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
さ
ら
に
広
陵
郡
長
史
の
存
在
は
、
こ
の
郡
が
、
元
狩
年

間
に
は
長
江
以
南
を
押
さ
え
る
要
に
位
置
し
た
辺
郡
と
し
て
の
性
格

を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
も
示
判
。
な
お
、
張
家
山
「
二
年
律
令
」
の

秩
律
で
は
、
郡
守
・
郡
尉
を
官
秩
二
千
石
と
し
、
丞
相
の
長
史
を
千

石
と
し
、
衛
将
軍
長
史
を
八
百
石
と
し
て
い
る
。
前
漢
前
期
の
軍
国

体
制
の
強
さ
か
ら
推
測
す
る
に
、
辺
郡
に
配
置
さ
れ
た
長
史
は
千
石

で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
何
段
階
か
の
官
制
改
革
が
な
さ
れ
て

聞
い
く
中
で
六
百
石
の
官
秩
に
定
ま
っ
た
が
、
乙
の
元
狩
年
聞
は
八
百

仙
石
な
い
し
六
百
石
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

役
こ
の
よ
う
に
、
「
広
陵
」
は
直
轄
郡
の
広
陵
郡
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ

雌
に
よ
れ
ば
こ
の
木
臓
の
時
期
は
、
前
述
の
よ
う
に
元
狩
三
年
(
前
一

は
一
一
二
)
初
め
か
ら
同
六
年
(
前
一
一
七
)
夏
四
月
の
広
陵
王
国
設
置

会
以
前
と
い
う
短
い
期
間
内
に
限
定
さ
れ
る
。
元
狩
三
年
か
ら
同
六
年

跡
ま
で
の
う
ち
一
一
一
月
中
に
壬
成
が
あ
る
年
は
、
三
年
と
四
年
だ
け
で

州
あ
担
。
元
狩
三
年
二
一
月
朔
は
辛
酉
な
の
で
、
壬
戊
は
二
日
で
、
甲

耐
子
は
四
日
で
あ
り
、
元
狩
四
年
一
一
一
月
朔
は
乙
卯
な
の
で
、
壬
成
は

武
八
日
で
、
甲
子
は
一

O
日
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
両
年
の
ど
ち
ら
か

献
に
絞
り
込
む
た
め
に
、
こ
の
直
前
の
政
治
・
社
会
状
況
を
『
漢
書
』
武

帝
紀
で
み
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

9
武
帝
の
元
光
年
間
(
前
一
三
四

1
前
一
一
一
九
)
、
二
年
に
馬
邑
で
対

旬
奴
戦
争
を
開
始
し
、
三
年
に
は
黄
河
が
大
決
壊
し
一
六
郡
に
被
害

が
及
び
、
六
年
に
衛
育
が
活
躍
し
始
め
、
対
旬
奴
戦
争
が
本
格
化
す

る
。
元
朔
年
間
(
前
一
二
八

i
前
一
二
三
)
、
元
年
に
東
夷
二
八
万
人

が
下
り
、
二
年
に
は
旬
奴
戦
争
が
あ
り
、
ま
た
朔
方
へ
民
一

O
万
人

を
徒
し
た
。
三
年
、
四
年
に
は
旬
奴
の
侵
入
が
あ
り
、
五
年
に
大
将

軍
衛
青
が
一

O
余
万
の
兵
を
率
い
、
六
年
も
同
様
に
一

O
万
余
を
率

い
て
戦
争
し
た
。
そ
し
て
元
狩
年
間
(
前
一
一
一
一
一

1
前
一
一
七
)
、
元

年
に
准
南
・
衡
山
の
謀
反
事
件
、
二
年
に
膜
騎
将
軍
橿
去
病
が
活
躍

を
開
始
し
、
旬
奴
昆
邪
王
が
四
万
人
を
率
い
て
降
り
、
五
属
国
を
設

置
し
た
。
こ
の
年
六
月
頃
に
江
都
国
は
廃
止
さ
れ
た
。
三
年
の
年
末

の
秋
に
は
水
害
が
発
生
し
、
貧
民
救
済
が
図
ら
れ
、
さ
ら
に
民
の
負

担
軽
減
の
た
め
臨
西
・
北
地
・
上
郡
三
郡
の
成
卒
の
半
ば
を
減
じ
た
。

四
年
歳
首
の
冬
に
は
関
東
の
貧
民
七
二
万
五
千
人
を
各
地
に
従
し
た

が
、
度
重
な
る
戦
争
と
貧
民
救
済
な
ど
の
た
め
「
用
度
不
足
」
に
陥

り
、
白
金
・
皮
幣
を
発
行
し
、
算
絡
も
実
施
さ
れ
問
。
さ
ら
に
こ
の

年
も
衛
青
・
橿
去
病
の
軍
が
旬
奴
と
大
規
模
な
戦
争
を
行
っ
て
い
る
。

そ
し
て
翌
五
年
に
は
「
天
下
の
馬
が
少
な
い
」
状
態
と
な
り
、
「
天
下

の
姦
猪
吏
民
を
辺
郡
に
徒
す
」
こ
と
に
し
、
ま
た
五
録
銭
を
発
行
し

た
。
六
年
に
は
博
士
六
人
を
天
下
に
派
遣
し
、
地
方
の
社
会
状
況
・

政
治
状
況
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
。

武
帝
は
二

O
歳
代
か
ら
対
外
戦
争
に
熱
中
し
、
三

O
歳
代
後
半
以

降
次
第
に
祭
砲
に
の
め
り
こ
む
純
、
戦
争
が
最
も
激
し
く
行
わ
れ
、
そ
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れ
に
伴
う
急
激
な
財
政
改
革
も
行
わ
れ
始
め
た
時
期
だ
っ
た
し
、
そ

れ
だ
貯
に
社
会
不
安
も
醸
成
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、
そ
れ

に
自
然
災
害
が
加
わ
り
、
貧
民
が
急
激
に
増
加
し
て
い
た
。
こ
の
元

狩
=
一
・
四
年
段
階
は
そ
の
よ
う
な
時
期
で
あ
り
、
特
に
三
年
秋
の
水

害
が
黄
河
流
域
を
荒
廃
さ
せ
、
貧
民
を
臨
西
・
北
地
・
西
河
・
上
郡

と
い
う
前
年
に
成
卒
の
半
ば
を
減
じ
た
地
域
と
、
長
江
以
南
の
会
稽

に
移
し
て
い
る
。
い
わ
ば
前
線
地
帯
へ
の
移
住
を
行
わ
せ
た
の
で
あ

る
。
元
狩
三
年
秋
以
降
の
急
激
な
社
会
不
安
の
中
で
、
黄
河
流
域
で

盗
賊
や
反
乱
が
起
こ
っ
て
い
た
た
め
、
そ
の
鎮
圧
の
た
め
に
四
年
冬

一
一
月
中
に
は
広
陵
郡
か
ら
も
動
員
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
最
も
無

理
が
な
い
。
以
上
に
よ
り
私
は
、
賞
且
は
広
陵
郡
長
史
の
指
揮
下
、
元

狩
四
年
一
二
月
八
日
に
洛
陽
に
入
り
、
一

O
日
の
発
兵
後
、
束
郡
に

向
け
て
進
軍
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
動
員
さ
れ
た
広
陵
郡
の
兵
が
東
郡
に
直
行
し
な
い
で
、
ま

ず
洛
陽
に
入
っ
た
の
は
武
器
の
問
題
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
推
測
す

る
。
東
海
郡
の
武
器
庫
に
収
蔵
さ
れ
て
い
た
武
器
の
種
類
と
数
量
の

多
さ
は
、
予
湾
筒
腐
の
六
号
木
股
「
武
庫
永
一
始
四
年
兵
草
器
集
簿
」
に

詳
し
い
。
し
か
し
こ
の
元
狩
四
年
冬
は
、
前
述
の
よ
う
に
元
狩
二
年

六
月
こ
ろ
の
王
の
謀
反
に
よ
っ
て
江
都
圏
が
廃
止
さ
れ
、
一
一
一
年
初
頭

に
広
陵
郡
が
置
か
れ
て
か
ら
ま
だ
一
年
程
度
し
か
経
っ
て
お
ら
ず
、

郡
の
武
庫
所
蔵
の
武
器
は
少
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、

関
東
全
域
を
に
ら
ん
で
巨
大
な
武
庫
が
置
か
れ
て
い
た
洛
陽
で
、
寄

な
ど
の
主
要
な
武
器
を
受
領
し
て
か
ら
「
発
丘
こ
し
た
の
で
あ
る
う
。

さ
ら
に
こ
の
木
股
に
あ
る
「
守
丞
」
に
つ
い
て
は
、
浜
口
霊
園
が

郡
太
守
が
勅
任
官
で
な
い
者
を
郡
内
で
欠
け
た
勅
任
官
に
任
じ
た
も

の
で
あ
る
と
と
を
論
証
凶
、
さ
ら
に
大
庭
惰
が
「
守
官
と
は
、
某
官

心
得
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
卑
秩
(
又
は
卑
位
次
)
の
官
職
に
あ
っ

て
高
秩
(
又
は
高
位
次
)
の
職
を
兼
ね
る
兼
任
で
あ
る
。
」
「
そ
れ
に

対
し
て
行
官
と
は
、
某
官
事
務
取
扱
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
秩
次
等

に
よ
る
兼
任
の
原
則
は
見
出
し
難
」
い
こ
と
、
「
守
官
の
置
か
れ
た
官

に
は
本
務
者
が
い
ず
、
し
た
が
っ
て
守
者
は
制
度
的
に
は
自
己
の
本

官
と
、
守
官
と
の
こ
官
を
一
人
で
兼
ね
て
い
る
が
、
行
官
の
置
か
れ

た
官
に
は
本
務
者
が
お
り
、
一
時
不
在
の
場
合
が
多
か
っ
た
と
恩
わ

れ
る
」
と
指
摘
し
問
。
そ
の
よ
う
な
必
要
性
が
生
ず
る
の
は
、
死
亡
、

忌
引
き
(
「
寧
」
)
、
病
気
(
「
告
」
)
、
職
務
で
遠
方
に
行
っ
た
な
ど
長

期
の
任
務
で
離
れ
た
り
、
新
任
者
の
赴
任
ま
で
時
聞
が
か
か
る
場
合

な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
居
延
漢
簡
そ
の
他
の
出
土
筒
腹
、

特
に
安
湾
漢
墓
筒
般
の
五
号
木
般
に
具
体
的
に
み
え
る
。
通
常
の
守

丞
と
は
別
に
、
こ
の
非
常
事
態
に
対
応
し
て
郡
の
有
力
属
吏
の
う
ち

か
ら
軍
事
的
に
も
有
能
だ
と
み
な
さ
れ
た
者
に
、
「
行
守
丞
」
と
い
う

一
時
的
肩
書
き
を
与
え
た
と
も
み
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
賞
且
は
家

が
東
陽
県
に
あ
る
広
陵
郡
内
の
有
力
者
で
あ
り
、
郡
吏
と
な
っ
て
い

た
と
理
解
し
て
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
こ
の
賞
且
が
「
家
室
の
事
を
以
て
、
辱
を
左
右
に
受
く
」
と



述
べ
、
帰
り
に
は
東
陽
県
の
家
に
寄
る
か
ら
適
切
に
処
理
さ
れ
た
い

と
し
て
い
る
の
は
、
東
陽
県
の
主
吏
謝
孟
の
部
下
の
県
吏
か
ら
、
辱

め
を
受
け
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
従
軍
中
で
あ
り

な
が
ら
、
私
事
で
手
紙
を
書
く
ほ
ど
切
迫
し
た
出
来
事
だ
っ
た
よ
う

で
あ
り
、
謝
孟
に
対
し
て
自
分
の
家
や
一
族
の
問
題
か
ら
手
を
引
く

よ
う
に
強
く
請
託
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
賞
且
の
諸
家
」
と
書
い

て
一
族
の
カ
も
誇
示
し
、
う
ま
く
措
置
し
て
く
れ
れ
ば
黙
っ
て
い
る

が
、
そ
う
し
な
い
な
ら
「
通
亡
逃
」
の
こ
と
な
ど
も
黙
っ
て
い
な
い

ぞ
、
と
い
う
脅
し
と
も
と
れ
る
の
で
あ
る
。

間
次
に
一
二
号
木
股

(
A
-
B
)
の
原
文
・
試
釈
を
掲
げ
る
。

仙

(
A
面
)
孟
腫
不
安
普
少
諭
被
宜
身
被
至
(
?
)
応
視
病
不
宵
(
肖
)
伏

役

病

幸

母

重

罪

幸

甚

幸

甚

一
四
賎
弟
方
被
宜
身
至
前
不
宵
(
肖
)
伏
病
謹
使
使
者
幸
口
伏
地

は

再

拝

会

請

眺
孟
馬
足
下
寒
時
少
進
酒
食
近
衣
炭
口
病
自
愈
以
口
口
幸
甚
幸

叫

甚

開

(
B
面
)
米
一
石
鶏
一
隻

武
賎
弟
方
被
謹
使
使
者
伏
地
再
拝

献

進

孟

外

厨

野

物

辛

卯

廷

被

幸

甚

幸

甚

孟
体
不
安
、
善
く
少
し
く
諭
(
癒
)
え
る
べ
し
。
被
、
宜
し
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く
身
ず
か
ら
、
被
応
(
?
)
に
至
り
て
病
を
視
る
べ
き
に
、
不

肖
も
病
に
伏
せ
り
。
幸
い
に
も
重
罪
(
重
い
病
気
)
母
し
。
幸

甚
幸
甚
。
賎
弟
方
被
、
宜
し
く
身
ず
か
ら
前
に
至
る
べ
き
も
、

不
肖
病
に
伏
せ
れ
ば
、
謹
ん
で
使
者
を
使
わ
せ
り
。
幸
い
に

口
せ
ら
れ
よ
。
伏
地
再
拝
し
、
孟
馬
足
下
に
請
う
。
寒
時
な

れ
ば
少
し
く
酒
食
を
進
め
、
衣
炭
口
を
近
く
せ
ば
、
病
自
ら

愈
え
、
以
て
口
に
復
(
?
)
せ
ば
、
幸
甚
幸
甚
。

米
一
石
・
鶏
一
隻
、
賎
弟
方
被
、
護
ん
で
使
者
を
使
わ
せ
り
。

伏
地
再
拝
し
、
孟
の
外
厨
に
野
物
を
進
む
。
辛
卯
、
(
県
)
廷

の
被
、
幸
甚
幸
甚
。

こ
の
木
臆
で
は
謝
孟
は
「
病
」
で
あ
り
、
し
か
も
見
舞
い
を
要
す

る
ほ
ど
の
「
病
」
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
賎
弟
」
と
名
乗
っ
て
い

る
「
方
被
」
は
孟
の
義
弟
か
、
あ
る
い
は
当
時
の
郷
里
に
お
け
る
擬

制
的
兄
弟
関
係
の
中
で
年
齢
が
下
の
「
弟
」
に
相
当
す
る
者
か
も
し

れ
な
い
。
ま
た
現
役
の
県
吏
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
方
被
が
孟
の
病
気

見
舞
い
の
た
め
に
食
べ
物
を
贈
っ
た
手
紙
で
あ
る
が
、
自
ら
の
病
気

を
理
由
に
自
分
で
は
出
か
け
な
い
で
使
者
を
遣
し
て
い
る
。
一
見
丁

寧
な
見
舞
い
と
み
ら
れ
る
が
、
賞
且
と
の
ト
ラ
ブ
ル
の
後
に
「
病
」
に

な
っ
た
と
み
ら
れ
る
謝
孟
の
所
に
直
接
出
向
く
リ
ス
ク
を
避
け
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

次
に
一
三
号
木
肢
の
試
釈
を
掲
げ
る
。

桔
梗
(
き
き
ょ
う
)
の
根
一
両
、
鳥
時
時
(
と
り
か
ぶ
と
)
一
ニ
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頼
、
甘
草
三
尺
、
自
白
一
両
、
口
一
升
、
口
百
枚
。

飴
五
升
、
杖
五
升
、
藷
英
(
や
ま
の
い
も
)
四
両
。

こ
れ
は
誰
か
か
ら
送
ら
れ
た
薬
品
の
リ
ス
ト
で
あ
る
。
ヲ
」
の
送
付

時
期
と
送
付
し
た
人
物
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、
最
後
に
推
測
し

て
み
た
い
。
木
臓
に
み
え
る
六
つ
の
で
」
印
は
受
理
し
た
際
の
チ
ェ
ッ

ク
の
印
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
中
に
薬
物
で
も
あ
る
が
猛
毒
の
「
烏

瞭
」
が
入
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

次
は
、
一
四
号
木
股
(
上
部
の
文
字
は
大
き
く
、
下
端
の
文
字
は

小
さ
い
。
)
で
あ
る
が
、
こ
の
原
文
・
試
釈
を
掲
げ
る
。

図
伏
地
再
拝

口
(
進
)
書

口
(
孟
)
馬
足
下

ロロ孟
謝
漢

進東
陽

謝
孟

(
某
)
伏
地
再
拝
し
、
書
を
孟
馬
足
下
に
進
む
。

銀
(
?
)
:
・
孟
・
謝
漢
、
東
陽
県
の
謝
孟
に
進
む
。

こ
れ
は
、
手
紙
を
持
っ
て
き
た
某
孟
と
謝
漢
の
名
刺
で
あ
り
、
こ

の
謝
漢
は
孟
の
一
族
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
仲
介
者
と
し
て
謝

孟
の
一
族
も
一
緒
に
や
っ
て
き
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
も
し
こ
の
よ

う
な
仲
介
を
必
要
と
す
る
人
物
が
持
参
入
だ
と
す
れ
ば
、
二

O
号
木

臓
に
あ
る
「
孟
を
知
り
得
た
る
が
為
め
に
す
る
也
」
と
い
う
某
遂
の

使
者
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
一

O
号
木
股
も
含
め
て
他
の
手

紙
は
ほ
と
ん
ど
謝
孟
が
よ
く
知
っ
て
い
る
者
が
直
接
よ
こ
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

次
に
、
一
五
号
木
股

(
A
・
B
)
の
原
文
・
試
釈
を
掲
げ
る
。

(
A
面
)
卿
趨
不
便
前
日
幸
為
書
属
宋
橡
使
横
請

東
陽
丞
莞
横
宜
身
至
口
下
敢
不
給
謹
請
司
空
伏
非
(
罪
)
幸

謁
伏
地

再
拝
謝
因
伏
地
再
拝
請
病

図
馬
口
足
下

(
B
面
)
進謝

卿
[
謝
]
卿
体
不
便
な
る
も
、
前
日
幸
い
に
し
て
書
を
為
し
宋
擦

に
嘱
し
、
横
を
し
て
東
陽
丞
莞
に
請
わ
し
め
た
り
。
横
、
宜

し
く
身
ず
か
ら
口
(
足
?
)
下
に
至
り
、
敢
え
て
給
せ
ざ
ら

ん
や
。
謹
ん
で
司
空
に
請
い
、
罪
に
伏
せ
り
。
幸
い
に
謁
せ

ら
れ
た
り
。
伏
地
再
拝
し
て
謝
す
。
因
っ
て
伏
地
再
拝
し
て
、

病
を
請
い
た
り
。
[
孟
]
馬
口
足
下
。
謝
卿
に
進
む
。

謝
卿
日
謝
孟
が
病
気
に
な
っ
た
た
め
、
某
横
な
る
人
物
を
通
じ
て
、

東
陽
県
丞
の
莞
に
病
気
休
眼
願
い
の
「
告
」
を
詩
わ
せ
た
が
、
丞
へ

の
仲
介
者
と
し
て
司
空
捺
の
宋
に
委
胴
刑
し
た
が
、
無
事
「
請
病
」
し

て
「
告
」
を
認
め
て
も
ら
う
と
い
う
目
的
を
果
し
た
こ
と
を
告
げ
た

も
の
で
あ
る
う
。
こ
れ
は
「
告
」
の
具
体
的
な
手
続
き
が
分
か
る
貴

重
な
事
例
で
あ
る
。
こ
の
東
陽
県
の
司
空
は
、
前
述
の
よ
う
に
張
家



山
秩
律
に
よ
っ
て
推
測
す
れ
ば
官
秩
二
百
石
の
官
で
あ
っ
た
が
、
こ

の
元
狩
年
聞
の
官
秩
は
低
く
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
責
且
の

請
託
以
降
、
県
の
政
務
か
ら
離
れ
る
た
め
に
謝
孟
が
「
病
」
と
称
し

た
可
能
性
も
あ
り
、
本
当
に
病
気
だ
っ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。

次
に
一
八
号
木
肢
の
原
文
・
試
釈
を
掲
げ
る
。

頼
幼
功
病
少
途
(
癒
)
中
月
且
憲
勝
願
幼
功
為
少
孫
家
中
故

慎
出
入
事
事
不
可

不
慎
也
有
来
者
頼
幼
功
時
賜
鈴
教
綬
急
母
慈
伏
地
拝
以
聞

幼
功
馬
足
下

即
幼
功
に
頼
り
て
(
告
を
と
る
際
、
謝
孟
の
仲
介
を
経
た
か
っ
・
)
、

仙
病
少
し
く
癒
え
、
中
月
、
且
に
盤
き
な
ん
と
す
。
勝
、
願
く

役
は
幼
功
、
少
孫
家
中
の
為
に
故
に
出
入
の
事
を
慎
し
ま
ん
こ

雌
と
を
。
事
慎
し
ま
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
也
。
来
者
有
る
も
、
幼

は
功
時
に
徐
教
(
彼
ら
が
納
得
す
る
よ
う
な
措
置
?
)
を
賜
う

会
に
頼
ら
ば
、
緩
急
あ
る
も
慈
母
か
ら
ん
。
伏
地
拝
し
て
、
幼

跡

功

馬

足

下

に

以

聞

す

。

一
一
「
幼
功
」
は
謝
幼
功
と
考
え
ら
れ
、
お
そ
ら
く
は
謝
孟
の
字
で
あ
ろ

制
ぅ
。
こ
の
手
紙
を
よ
こ
し
た
の
は
某
勝
と
い
う
病
気
が
少
し
回
復
し

慌
た
人
物
で
あ
り
、
謝
孟
の
「
病
」
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
問
題
は
「
少

制
孫
家
中
」
で
あ
る
。
「
緩
急
が
あ
っ
て
も
慈
無
き
よ
う
に
」
と
い
う
言

い
方
は
、
一

O
号
木
肢
の
「
緩
急
」
と
対
応
し
そ
う
で
あ
る
。
「
慎
重

に
対
処
せ
よ
。
だ
れ
か
来
て
も
、
穏
や
か
に
彼
ら
の
い
う
乙
と
を
聞
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い
た
ら
、
何
も
な
い
だ
ろ
う
」
と
、
慎
重
さ
を
強
く
求
め
て
い
る
内

容
は
、
や
は
り
賞
且
の
案
件
に
関
わ
る
と
み
ら
れ
、
賞
且
の
字
が
「
少

孫
」
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
「
中
月
」
を
月
の
半
ば
と
す
れ
ば
、
こ

の
手
紙
の
最
も
早
い
時
期
を
考
え
れ
ば
二
一
月
一
四
、
五
日
乙
ろ
と

な
る
が
、
そ
の
場
合
は
賞
且
が
早
馬
で
数
日
の
聞
に
手
を
打
っ
た
と

と
に
な
る
。
次
に
考
え
ら
れ
る
時
期
は
、
元
狩
四
年
一
月
の
一
四
、
五

日
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
場
合
は
、
一
カ
月
弱
の
経
過
の
中
で
賞
且
の

思
う
と
お
り
に
事
態
が
動
か
な
か
っ
た
の
で
、
賞
且
が
東
陽
県
の
他

の
有
力
者
某
勝
に
も
手
紙
を
送
っ
て
、
強
く
謝
孟
に
働
き
か
け
さ
せ

た
こ
と
に
な
る
。
後
者
で
あ
れ
ば
、
謝
孟
が
「
病
」
と
な
る
の
は
一

月
半
ば
以
降
の
こ
と
と
な
ろ
う
。

ニ
O
号
木
股
の
原
文
・
試
釈
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

為
也
得
知
孟
孟
口
口
口
不
遺
人
口
中
遂
出
入
平
安
所
問
者
不

善
遂
前
口
雄
其
母
慈
往
(
?
)
来
者
少
年
遂
取
之
不
口
口
口

口
口
諸

家
少
年
説
蜂
之
未
報
也
遂
願
為
孟
霊
力
取
之
期
執
(
?
)
不

出
反
以
遂

為
認
遂
使
少
年
攻
以
言
孟
唯
病
幸
急
来
見
遂
也
印
(
?
)
不

胎始
報
遂
欲
東
之
平
安
侍
孟
報
幸
口
之
印
使
口
口
(
従
)
者
奉

書伏
地
再
拝
再
拝
孟
幡
車
幾
幸
以
買
賜
之
遂
止
母
車
(
幸
)
甚
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甚孟
を
知
り
得
た
る
が
為
め
に
す
る
曲
。
孟
:
中
に
人
を
遣

わ
さ
ず
。
遂
、
平
安
に
出
入
す
る
に
、
聞
く
所
の
者
善
か
ら

ず
。
遂
、
前
(
進
)
し
、
其
に
嘘
ぷ
(
叫
び
怒
鳴
る
)
も
、
昌
也

母
し
。
往
来
せ
る
諸
少
年
、
遂
、
之
を
取
る
に
、
:
・
不
。
(
遂
?
)
、

諸
家
少
年
に
・
、
之
に
説
き
蜂
ぶ
も
、
未
だ
報
ぜ
ざ
る
也
。
遂
、

願
く
は
孟
の
為
め
に
力
を
議
し
て
之
を
取
り
、
執
せ
ん
こ
と

を
期
す
。
出
で
ず
し
て
反
し
、
遂
を
以
て
認
と
為
す
。
遂
、
少

年
を
し
て
攻
め
し
む
。
以
て
孟
に
言
う
。
(
孟
)
唯
だ
病
な
る

も
、
幸
い
に
急
ぎ
来
り
て
見
ん
こ
と
を
。
遂
も
也
た
印
暗
白

な
ら
ざ
れ
ば
、
始
め
て
報
ず
。
遂
、
東
し
て
平
安
に
之
き
孟

の
報
を
侍
た
ん
と
欲
す
。
幸
い
に
之
を
・
し
印
し
、
従
者
を

し
て
遺
し
て
書
を
奉
ぜ
し
め
よ
。
伏
地
再
拝
再
拝
す
。
孟
の

幡
車
、
幾
く
は
幸
い
に
も
価
を
以
て
之
を
(
遂
に
)
賜
わ
ら

ば
、
遂
、
止
に
幸
甚
幸
甚
な
る
こ
と
な
か
ら
ん
や
。

某
遂
の
手
紙
で
あ
る
。
近
隣
の
平
安
県
(
漢
末
は
広
陵
国
の
一
県
。

東
陽
県
の
東
北
東
)
で
悪
さ
を
し
て
い
た
「
少
年
」
の
取
り
締
ま
り

に
当
っ
て
い
た
遂
が
、
病
気
の
孟
に
対
し
て
状
況
を
報
告
し
、
病
気

で
は
あ
っ
て
も
放
置
し
て
お
け
な
い
状
況
な
の
で
、
自
ら
平
安
県
ま

で
来
て
ほ
し
い
こ
と
、
し
か
し
そ
れ
が
か
な
わ
な
い
な
ら
、
公
印
を

押
し
た
書
類
で
取
り
締
ま
り
の
正
当
性
を
保
証
し
て
ほ
し
い
こ
と
、

そ
し
て
孟
の
幡
っ
き
の
車
(
昭
車
)
を
自
分
に
売
っ
て
く
れ
れ
ば
ζ

れ
以
上
の
幸
い
は
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
孟
が
病
気
で
あ
る
こ
と
に
つ
け
こ
ん
で
、
自
分
が
や
っ

て
あ
げ
る
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
東
陽
県
の
公
印
っ
き
の
文
書
を
要

求
し
、
同
時
に
成
功
報
酬
と
し
て
事
実
上
車
を
た
だ
で
く
れ
と
言
っ

て
い
る
よ
う
な
あ
つ
か
ま
し
さ
を
感
ず
る
。
あ
る
い
は
こ
の
平
安
県

で
問
題
を
起
こ
し
て
い
る
「
諸
家
の
少
年
」
な
る
も
の
は
、
賞
且
の

手
の
内
の
者
も
関
わ
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
東
陽
県
と
平
安
県

は
境
を
接
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
し
か
も
こ
の
地
は
河
川
・
湖

沼
・
湿
地
帯
が
多
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
無
頼
の
少
年
の
活
動
に
は
格

好
の
場
所
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
『
漢
書
』
巻
一
三
、
陳
勝
項
籍
伝
・

項
籍
伝
に
よ
れ
ば
、
秦
末
に
も
と
の
東
陽
県
な
ど
の
少
年
の
活
動
は

活
発
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
地
域
は
少
年
が
活
動
す
る
伝
統
が
根
強

か
っ
た
と
み
ら
れ
封
。
「
少
年
」
に
つ
い
て
は
、
増
淵
龍
夫
が
「
民
間

秩
序
の
構
造
と
任
侠
的
習
俗
」
を
論
ず
る
中
で
明
ら
か
に
し
、
「
「
少

年
」
と
い
う
用
語
は
、
常
に
徒
党
を
く
ん
で
姦
を
な
し
、
変
に
応
じ

て
事
を
起
こ
す
、
い
わ
ば
年
少
の
軽
侠
無
頼
の
徒
を
き
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
」
、
「
年
少
の
血
気
さ
か
ん
な
軽
侠
無
頼
の
徒
」
な
ど
と
す

(
鈎
)

司
令
。

こ
の
手
紙
の
時
期
が
、
元
狩
四
年
一
一
一
月
な
い
し
一
月
以
降
だ
と

考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
時
期
は
前
述
の
よ
う
に
三
年
秋
の
水
害
以

降
の
貧
民
増
加
、
そ
し
て
貧
民
を
北
の
前
線
と
南
の
会
稽
に
送
ろ
う

と
す
る
時
期
に
あ
た
り
、
社
会
は
騒
然
と
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い



し
、
こ
の
広
陵
郡
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
中
で

少
年
た
ち
の
活
動
が
活
発
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
う
。
お
り
し
も
広

陵
郡
の
主
要
兵
員
は
束
郡
方
面
の
鎮
圧
に
出
か
け
て
お
り
、
活
動
に

は
好
都
合
だ
っ
た
。
こ
の
某
遂
な
る
人
物
は
、
少
年
た
ち
と
適
当
な

妥
協
を
し
た
り
、
別
な
少
年
た
ち
を
使
っ
て
平
安
県
に
出
入
す
る
少

年
た
ち
を
攻
撃
さ
せ
よ
う
と
し
た
り
、
複
雑
な
動
き
を
み
せ
て
い
た

の
で
φ

め
ろ
湿
っ
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
一
三
号
木
臆
の
薬
物
を
送
っ
た
主
は
、

一
八
号
木
股
の
某
勝
で
あ
る
可
能
性
が
出
て
く
る
。
親
切
め
か
し
な

即
が
ら
、
ト
リ
カ
ブ
ト
を
送
っ
て
、
お
前
が
「
病
」
に
な
っ
て
死
ぬ
の

仙
が
問
題
解
決
の
一
番
の
良
策
だ
と
ほ
の
め
か
し
た
と
も
と
れ
る
。
乙

役
の
解
釈
は
憶
測
に
渇
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
木
股
全

-mv 

雌
体
を
考
え
る
に
、
そ
の
可
能
性
が
相
当
高
い
と
考
え
て
い
る
。

女シ』会社

四

お

わ

り

に

域叫
以
上
に
よ
り
、
基
中
の
木
股
群
は
武
帝
元
狩
四
年
前
後
の
東
陽
県

酬
の
戸
口
等
や
社
会
状
況
を
伝
え
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
こ
と
を
理
解

式
で
き
た
も
の
と
考
え
る
。
一
号
木
煩
は
武
帝
代
の
県
レ
ベ
ル
の
コ
戸

部
口
簿
」
「
算
簿
」
の
事
例
を
提
供
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
戸
口
統

5

計
数
と
「
事
算
」
「
復
算
」
数
は
、
「
九
章
算
術
』
の
「
算
」
と
と
も

ー
に
、
成
人
女
性
が
算
で
数
え
ら
れ
傍
役
に
当
た
っ
て
い
た
こ
と
を
改

め
て
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
を
確
認
し
た
。
な
お
、
こ
の
東
陽

県
は
一
都
郷
、
五
離
郷
の
六
郷
で
あ
っ
た
こ
と
も
分
か
る
。
ま
た
こ

の
一
号
木
肢
の
存
在
は
、
一
九
号
墓
主
は
広
陵
郡
東
陽
県
の
主
吏
ク

ラ
ス
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
く
示
唆
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
従
来
の
史
料
で
は
十
分
に
窺
い
知
れ
な
か
っ
た
地
域
社
会

の
状
況
が
、
東
陽
県
と
い
う
場
に
即
し
て
具
体
的
な
形
で
知
る
こ
と

が
で
き
た
意
義
は
大
き
い
。
ヲ
」
の
東
陽
県
で
は
、
武
帝
代
の
旬
奴
戦

争
、
急
激
な
経
済
状
況
の
変
化
、
自
然
災
害
に
よ
る
社
会
不
安
が
重

な
り
、
東
郡
方
面
で
の
反
乱
や
そ
れ
に
対
応
す
る
軍
事
行
動
、
あ
る

い
は
こ
れ
ら
に
連
動
し
た
無
頼
の
少
年
の
活
動
も
み
ら
れ
た
し
、
県

の
主
吏
に
は
、
兵
役
の
代
理
を
認
め
て
ほ
し
い
と
か
、
知
人
を
県
吏

に
推
薦
し
て
ほ
し
い
と
か
、
様
々
な
請
託
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
同

県
内
の
他
の
有
力
者
の
中
に
は
強
力
な
宗
族
を
背
景
と
し
て
郷
里
社

会
に
大
き
な
力
を
も
ち
、
郡
吏
と
も
な
る
よ
う
な
存
在
が
あ
り
、
彼

ら
と
事
を
構
え
た
と
き
は
主
吏
ク
ラ
ス
で
あ
っ
て
も
隠
忍
せ
ざ
る
を

え
な
い
し
、
場
合
に
よ
っ
て
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た

と
み
ら
れ
る
。

武
帝
代
は
、
「
然
諾
」
を
重
ん
ず
る
遊
侠
的
関
係
が
、
厳
し
い
経
済

統
制
と
酷
吏
に
よ
る
取
締
り
強
化
に
よ
っ
て
、
次
第
に
歴
史
の
表
面

か
ら
後
退
し
て
い
く
時
期
で
あ
り
、
中
央
政
府
に
よ
っ
て
地
方
統
治

を
妨
げ
る
豪
族
層
へ
の
対
応
が
図
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
と
の
段
階
に

あ
っ
て
、
ヲ
」
こ
東
陽
県
の
豪
族
層
・
有
力
者
の
聞
に
お
い
て
は
、
日
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常
的
交
際
が
な
さ
れ
つ
つ
も
、
様
々
な
利
害
関
係
の
中
で
、
厳
し
い

対
立
も
生
じ
た
こ
と
も
窺
わ
れ
る
。

有
力
者
広
陵
郡
の
「
行
守
丞
」
の
賞
且
の
権
勢
と
宗
族
の
力
は
強

勢
で
、
他
の
謝
氏
一
族
で
さ
え
も
累
を
恐
れ
て
支
援
は
せ
ず
、
謝
孟

は
四
面
楚
歌
の
状
態
に
陥
り
、
元
狩
四
年
春
に
は
「
病
」
は
悪
化
し

て
ま
も
な
く
死
亡
し
た
か
、
あ
る
い
は
自
殺
に
至
っ
た
可
能
性
が
あ

る
。
残
さ
れ
た
家
族
は
謝
孟
の
無
念
さ
を
思
い
、
県
の
主
吏
の
職
務

を
示
す
コ
戸
口
簿
」
「
算
簿
」
と
と
も
に
、
そ
れ
以
上
の
意
味
を
込
め

て
、
死
亡
直
前
の
そ
の
死
に
関
わ
る
手
紙
類
の
現
物
を
そ
の
ま
ま
墓

中
に
入
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
と
す
れ
ば
、
謝
孟
と
そ
の
遺
族
の
強
い
無
念
さ
が
偲
ば
れ
よ
う
。

主一
(
l
)

罪
湾
漢
基
簡
臓
に
つ
い
て
は
、
連
雲
港
市
博
物
館
・
中
国
社
会
科
学

腕
簡
吊
研
究
中
心
等
『
罪
湾
渓
基
簡
臓
』
(
中
華
書
局
、
一
九
九
七
年

九
月
)
、
拙
稿
「
前
漢
時
代
の
地
方
「
文
人
」
の
あ
り
方
|
東
海
郡
功

曹
師
僚
の
場
合
|
」
(
村
上
哲
見
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
刊
行
委
員
会

編
『
中
国
文
人
の
思
考
と
表
現
』
汲
古
書
院
、
二

O
O
O年
七
月
)
だ

け
を
あ
げ
て
お
く
。

(2)

な
お
、
湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
・
懐
化
市
文
物
処
・
況
陵
県
博
物

館
「
況
陵
虎
渓
山
一
号
渓
基
発
掘
簡
報
」
(
『
文
物
』
二

O
O三
年
一
期
)

に
よ
れ
ば
、
前
漢
文
帝
後
元
二
年
(
紀
元
前
二
ハ
ニ
)
死
亡
の
況
陵
侯

呉
陽
の
墓
中
か
ら
発
見
さ
れ
た
竹
簡
中
に
、
「
黄
簿
」
が
あ
り
、
こ
れ

は
全
二
四
一
枚
で
あ
る
。
筒
報
に
よ
れ
ば
「
黄
簿
詳
細
記
載
了
西
漠
初

年
一
肌
陵
侯
図
的
行
政
設
置
、
吏
員
人
数
、
戸
口
人
民
、
国
畝
賦
税
、
大

型
牲
畜
(
如
耕
牛
)
、
経
済
林
木
(
如
梨
、
梅
等
)
的
数
量
、
兵
甲
船

隻
以
及
各
項
的
増
減
和
増
滅
的
原
因
、
還
有
道
路
交
通
、
亭
国
師
、
往
来

長
安
的
路
線
和
水
陸
里
程
」
と
い
う
内
容
で
あ
り
、
こ
の
全
体
像
が
明

確
に
な
れ
ば
前
漢
前
期
の
県
の
官
庁
文
書
の
か
な
り
の
部
分
が
明
ら

か
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

(3)

拙
稿
「
漢
代
の
算
と
役
」
(
『
東
北
大
学
教
養
部
紀
要
』
一
一
八
号
、
一

九
七
八
年
二
月
て
ま
た
、
そ
の
主
要
な
部
分
は
拙
著
『
秦
漢
財
政
収

入
の
研
究
』
(
汲
古
書
院
、
一
九
九
三
年
一
二
月
)
の
第
三
章
第
三
節

二
・
三
・
四
と
な
っ
て
い
る
。

(4)

こ
の
年
月
の
推
定
は
第
三
節
で
行
う
。
な
お
太
初
元
年
(
紀
元
前
一

O
四
)
の
改
暦
以
前
は
一

O
月
が
歳
首
で
あ
り
、
一
一
一
月
は
ま
だ
元
狩

四
年
の
三
ヶ
月
固
に
あ
た
る
。

(5)

基
中
文
書
を
扱
っ
た
拙
稿
の
う
ち
、
注

(
1
)
の
「
前
漢
時
代
の
地

方
「
文
人
」
の
あ
り
方
」
及
び
注
(
2
)
の
「
漢
代
の
算
と
役
」
に
加

え
て
、
関
係
す
る
以
下
の
も
の
だ
け
を
あ
げ
て
お
く
。
「
鳳
恩
山
十
号

墓
文
書
と
漢
初
の
商
業
」
(
『
東
北
大
学
教
養
部
紀
要
』
第
三
三
号
、
一

九
八
一
年
二
月
)
、
「
吃
射
と
二
つ
の
新
発
見
|
未
央
宮
三
号
建
築
遺

牡
と
揚
州
胡
場
五
号
漢
基
」
(
『
歴
史
』
第
七
八
韓
、
一
九
九
二
年
四

月
)
、
「
境
界
の
官
吏
中
国
古
代
に
お
け
る
冥
界
へ
の
仲
介
者
」

(
『
歴
史
』
第
八
三
輯
、
一
九
九
四
年
九
月
三

(
6
)

前
掲
拙
著
第
六
章
専
売
・
均
輸
平
準
、
及
び
諸
収
入
の
第
二
節
専
売

収
入
の
二
参
照
。

(7)

周
振
鶴
『
西
漢
政
区
地
理
』
(
人
民
出
版
社
、

一
九
八
七
年
八
月
三



(8)

厳
耕
望
『
中
園
地
方
行
政
制
度
史
上
編
巻
上
秦
漢
地
方
行

政
制
度
』
(
中
央
研
究
院
歴
史
話
言
研
究
所
、
一
九
七
四
年
再
刊
本
)
参

照。

(9)

張
家
山
漢
簡
に
つ
い
て
は
、
張
家
山
二
四
七
号
漢
基
竹
簡
整
理
小

組
『
張
家
山
渓
基
竹
筒
[
二
四
七
号
基
]
』
〔
文
物
出
版
社
、
二

O
O
一

年
一
一
月
)
、
同
『
張
家
山
漢
墓
竹
簡
[
二
四
七
号
基
]
(
釈
文
修
訂
本
)
」

(
文
物
出
版
社
、
二

O
O六
年
五
月
)
に
よ
る
。
な
お
、
こ
の
「
二
年

律
令
」
に
つ
い
て
の
私
の
理
解
は
、
拙
稿
「
張
家
山
第
二
四
七
号
漢
基

竹
筒
「
二
年
律
令
」
と
秦
漢
史
研
究
」
(
『
日
本
秦
漢
史
学
会
会
報
』
第

三
号
、
二

O
O
二
年
一

O
月
)
に
示
し
て
あ
る
。

)
(
m
)

秦
か
ら
前
漢
初
期
の
呂
后
時
代
ま
で
は
、
令
・
丞
・
尉
の
下
の
史
は
、

掴
有
秩
で
は
あ
っ
て
も
百
石
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な

自
ら
ば
、
田
部
・
郷
部
・
校
長
な
ど
の
出
先
で
部
署
を
有
し
た
吏
の
官
秩

綿
が
高
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
官
僚
機
構
自
体
の
未
整

悩
備
と
と
も
に
、
あ
げ
ら
れ
る
理
由
と
し
て
は
戦
国
時
代
以
来
の
軍
事

は
国
家
体
制
が
前
漢
時
代
ま
で
は
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
と

会
考
え
ら
れ
る
(
前
漢
代
の
軍
事
費
の
大
き
さ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
秦

蜘
漢
時
代
の
財
政
問
題
」
松
丸
道
雄
・
古
賀
登
等
編
『
中
国
史
学
の
基
本

地

問

題

1

殿
周
秦
漢
時
代
史
の
基
本
問
題
』
汲
古
書
院
、
ニ

0
0
一
年

内
六
月
三
そ
し
て
、
武
帝
代
以
降
中
央
集
権
化
が
強
ま
る
に
つ
れ
、
官

滞
秩
は
百
石
の
ま
ま
で
あ
っ
て
も
令
所
属
の
吏
の
地
位
を
押
し
上
げ
、

協
逆
に
高
い
官
秩
で
あ
っ
た
回
・
郷
等
の
吏
の
官
秩
を
引
き
下
げ
て
、
地

前
位
の
重
さ
と
官
秩
の
整
合
性
を
と
っ
た
と
も
み
ら
れ
る
が
、
現
在
武

帝
代
の
地
方
属
吏
の
官
秩
を
確
定
で
き
る
よ
う
な
史
料
が
な
い
の

で
、
今
後
に
待
ち
た
い
。

17 

(
日
)
前
漢
代
の
王
国
と
侯
国
が
、
皇
帝
の
時
間
の
枠
内
で
、
そ
の
園
内
に

お
け
る
君
主
と
し
て
独
自
の
時
間
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、
拙
稿
「
支
配
す
る
時
間
中
国
古
代
の
政
治
と
時
間
意
識
」
(
渡

部
治
雄
編
「
文
化
に
お
げ
る
時
間
意
識
』
角
川
書
居
、
一
九
九
三
年
二

月
)
を
参
照
。
な
お
、
『
春
秋
繁
露
』
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
は
「
二

十
一
年
八
月
庚
申
朔
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
諸
本
を
校
訂

し
た
凌
曙
注
本
を
使
用
し
、
「
二
十
一
年
甲
申
朔
」
を
採
用
し
た
。

(
ロ
)
拙
稿
「
書
評
古
賀
登
著
『
漢
長
安
城
と
肝
随
・
県
郷
亭
皇
制
度
』
」

(
「
史
学
雑
誌
』
第
九
O
編
第
一
号
、
一
九
八
一
年
一
月
三
な
お
、
漢

末
の
臨
准
郡
と
広
陵
国
の
県
数
三
三
、
う
ち
侯
園
六
と
し
て
計
算
し

た
た
め
、
侯
国
以
外
の
一
県
平
均
は
三
ニ
ニ
七
郷
と
し
た
が
、
七
侯
国

の
誤
り
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
一
県
平
均
三
・
四
六
郷
と
な
る
。
こ
の

点
は
訂
正
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
滑
か
ら
も
地
を
分
け
た
と
す
れ

ば
、
漢
末
の
臨
准
郡
と
広
陵
国
の
範
囲
と
江
都
国
時
代
の
東
陽
郡
の

範
聞
と
は
合
致
し
な
く
な
り
、
た
と
え
ば
漢
末
に
武
帝
段
階
で
締
か

ら
分
け
ら
れ
た
県
が
ま
だ
六
県
ほ
ど
あ
っ
た
と
す
れ
ば
同
様
に
計
算

し
て
、
侯
国
以
外
の
一
県
四
・
五
郷
と
な
り
、
漢
末
の
一
県
あ
た
り
平

均
郷
数
よ
り
も
か
な
り
多
く
な
る
。
し
か
し
こ
の
あ
た
り
に
な
る
と

全
く
の
推
測
に
な
る
の
で
、
こ
れ
以
上
の
検
討
は
現
段
階
で
は
で
き

ιな
い
。な

お
、
予
湾
簡
膿
の
一
号
・
二
号
木
股
に
よ
れ
ば
、
前
漢
末
の
東
海

郡
で
は
全
三
八
県
で
侯
国
が
一
八
、
全
郷
数
は
一
七

O
で
あ
り
、
一
県

平
均
四
・
四
七
郷
と
な
る
。
し
か
し
、
千
石
の
県
令
の
四
県
平
均
は
一

一
一
・
七
五
郷
、
六
百
石
の
県
令
の
三
県
は
六
二
ニ
三
郷
、
四
百
石
の
県

長
の
九
県
は
五
・
五
五
郷
、
三
百
石
の
県
長
の
四
県
は
二
・
七
五
郷
、
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四
百
石
の
国
相
の
四
国
は
三
郷
、
三
百
石
の
国
相
の
一
四
国
は
了
三

六
郷
で
あ
る
。
侯
国
の
郷
数
は
平
均
一
強
か
ら
二
弱
程
度
で
あ
り
、
大

県
は
一

O
郷
以
上
と
な
っ
て
い
た
。
一
郡
の
統
計
で
も
こ
の
よ
う
で

あ
り
、
全
国
統
計
の
平
均
か
ら
郷
設
置
原
則
を
見
出
水
こ
と
は
無
理

が
あ
る
の
で
あ
る
。

(
臼
)
「
事
」
の
用
例
、
「
復
」
の
用
例
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
第
四
章
・

第
七
章
を
参
照
。
ま
た
最
近
の
拙
稿
「
鳩
杖
の
ゆ
く
え
l
東
ア
ジ
ア
の

老
人
優
遇
策
」
(
「
東
北
大
学
東
洋
史
論
集
』
第
一

O
輯
、
二

O
O五

年
三
月
)
で
も
言
及
し
て
あ
る
。
ま
た
こ
の
拙
論
を
ベ

l
ス
に
し
て
徳

役
制
度
に
絞
っ
て
論
じ
た
も
の
が
、
「
鳩
杖
輿
傍
役
制
度
」
(
中
国
社
会

科
学
院
簡
吊
研
究
中
心
・
中
国
社
科
院
歴
史
所
秦
漢
貌
晋
南
北
朝
室

編
『
簡
吊
研
究
二

O
O四
』
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二

O
O六
年

一
O
月
)
で
あ
る
。

(U)

こ
の
出
土
史
料
に
つ
い
て
は
、
注

(2)
参
照
。

(
日
)
前
掲
拙
著
第
三
章
及
び
第
七
章
。

(
凶
)
前
掲
拙
著
第
七
章
参
照
。

(
口
)
前
掲
拙
著
第
三
章
(
一
八
八
頁
)
参
照
。

(
日
)
注

(3)
参
照
。

(
川
口
)
『
漢
書
』
巻
八
一
、
馬
宮
伝
に
よ
れ
ば
、
馬
宮
は
宜
帝
時
代
以
降
に

置
か
れ
て
い
た
楚
王
国
の
「
長
史
」
に
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
こ

れ
は
相
の
長
史
で
あ
る
。
ほ
ぽ
景
帝
か
ら
武
帝
初
年
に
、
『
漢
官
旧
儀
』

に
「
相
・
中
尉
・
僻
、
不
得
興
国
政
、
輔
王
而
己
。
営
有
馬
、
移
書
告

内
史
。
相
誼
長
史
、
中
尉
及
内
史
令
(
各
)
置
丞
一
人
、
皆
六
百
石
」

と
あ
る
よ
う
な
体
制
に
な
っ
て
い
た
。
本
来
軍
事
を
担
当
し
た
中
尉

も
、
相
と
同
様
国
政
に
関
与
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お

漢
中
央
の
中
尉
の
属
官
に
は
長
史
は
な
い
。
「
漢
書
』
巻
一
九
上
、
百

官
公
卿
表
上
の
諸
侯
王
の
条
に
「
景
帝
中
五
年
、
令
諸
侯
王
不
得
復
治

園
、
天
子
局
置
吏
、
改
丞
相
田
相
、
」
と
い
い
、
同
巻
一
四
、
諸
侯

玉
表
が
「
景
遭
七
国
之
難
、
抑
損
諸
侯
、
減
瓢
其
官
。
武
有
衡
山
・
准

南
之
謀
、
作
左
官
之
律
、
設
附
益
之
法
。
諸
侯
惟
得
衣
食
税
租
、
不
興

政
事
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
七
回
の
乱
以
降
王
国
の
分
割
や
権
限
の
削

減
が
一
層
進
め
ら
れ
、
武
帝
代
も
そ
れ
を
進
め
た
。
武
帝
初
年
、
支
郡

を
有
し
て
い
た
の
は
呉
楚
七
国
の
乱
で
功
の
あ
っ
た
武
帝
の
兄
の
非

の
江
都
国
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
が
元
狩
二
年
に
は
廃
止
さ
れ
た
し
、
比

較
的
大
き
な
領
域
と
富
を
有
し
て
い
た
准
南
・
衡
山
は
前
年
に
は
廃

止
さ
れ
て
い
た
。
元
狩
六
年
、
武
帝
の
子
を
斉
王
・
燕
玉
・
広
陵
主
に

封
建
し
た
際
に
は
、
多
く
て
も
一

O
県
前
後
の
小
郡
相
当
の
領
域
し

か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
武
帝
元
狩
二
年

以
降
の
動
向
を
み
れ
ば
、
元
狩
六
年
に
置
か
れ
た
広
陵
国
に
は
、
相
と

そ
の
長
史
が
置
か
れ
て
い
た
が
、
軍
事
に
関
わ
る
長
史
が
あ
っ
た
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。

(
却
)
手
湾
簡
脱
の
東
海
郡
「
集
簿
」
で
は
、
二
四
県
国
に
防
御
用
の
砦
と

み
ら
れ
る
「
喉
」
が
あ
る
。
乙
れ
は
海
賊
等
に
備
え
た
も
の
と
み
ら
れ

る
。
同
様
に
広
陵
郡
も
、
長
江
以
南
へ
の
前
線
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

多
か
っ
た
湖
沼
・
河
川
の
水
賊
や
海
賊
に
対
処
し
て
い
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

(
包
)
銀
雀
山
抽
出
簡
の
「
元
光
元
年
暦
議
」
に
よ
れ
ば
、
後
代
か
ら
の
推
定

に
よ
る
朔
日
の
干
支
と
は
、
大
月
・
小
月
の
配
置
の
違
い
に
よ
っ
て
ず

れ
る
が
、
一
日
程
度
な
の
で
、
以
下
の
推
定
に
は
大
き
く
影
響
し
な

い
。
な
お
と
の
暦
譜
に
つ
い
て
は
、
呉
九
龍
『
銀
雀
山
漢
簡
釈
文
』
(
文



物
出
版
社
、
一
九
八
五
年
一
二
月
)
等
を
参
照
。

(
幻
)
秦
漢
時
代
の
財
政
問
題
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
「
秦
漢
時
代
の
財

政
問
題
」
、
及
び
貨
幣
・
財
政
を
中
心
と
し
た
概
略
に
つ
い
て
は
拙
著

『
貨
幣
の
中
国
古
代
史
』
(
朝
日
新
聞
社
、
ニ

O
O
O年
九
月
)
を
参
照
。

ま
た
武
帝
代
の
財
政
機
構
改
革
に
つ
い
て
は
「
前
漢
武
帝
代
の
財
政

機
構
改
革
」
(
「
東
北
大
学
東
洋
史
論
集
』
第
一
輯
、
一
九
八
四
年
一
月
)

を
参
照
。
な
お
、
こ
の
時
期
の
財
政
・
経
済
・
社
会
に
つ
い
て
は
、
『
史

記
』
巻
一
ニ

O
、
平
準
書
の
記
事
も
参
照
。

(
お
)
拙
稿
「
前
漢
武
帝
代
の
祭
杷
と
財
政
封
禅
害
と
平
準
書
l
」
(
『
東

北
大
学
教
養
部
紀
要
』
第
三
七
号
、
一
九
八
二
年
二
一
月
)
参
照
。

)
(
μ
)

浜
口
重
国
「
漢
碑
に
見
え
た
る
守
令
・
守
長
・
守
丞
・
弓
尉
等
の
官

閣
に
就
い
て
」
(
浜
口
重
園
『
秦
漢
階
唐
史
の
研
究
下
」
東
京
大
学
出

(
版
会
、
一
九
六
六
年
一
一
月
。
初
出
一
九
四
三
年
)
。

蹴
(
お
)
大
庭
傍
「
漢
の
官
吏
の
饗
世
」
(
大
庭
惰
『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
創

悩
文
社
、
一
九
八
二
年
。
初
出
一
九
五
七
年
)
。

ば
(
間
四
)
莱
遂
の
手
紙
は
こ
の
木
股
だ
け
で
あ
る
と
し
て
解
釈
し
た
。
官
頭

会
部
分
の
「
為
也
」
は
、
普
通
は
文
末
の
語
句
で
あ
っ
て
読
み
と
し
て
落

樹
ち
着
か
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
お
く
。
お
そ
ら
く
手
紙
を
持

地
参
し
た
者
が
、
口
頭
で
持
参
の
理
由
を
説
明
し
て
お
り
、
こ
の
一
木
股

仰
の
書
簡
だ
け
で
十
分
に
用
が
足
り
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

古
市
(
幻
)
顔
祖
再
「
読
史
方
興
紀
要
』
巻
二
一
、
鳳
陽
府
・
澗
州
の
条
で
引
用

慨
す
る
宋
・
真
徳
秀
の
文
に
も
「
天
長
西
趨
好
胎
、
南
趨
前
合
、
東
趨
揚

商
州
、
自
揚
州
至
貯
胎
、
凡
数
百
里
、
平
時
沃
壌
、
極
回
無
際
、
重
湖
肢

津
、
砂
葬
相
連
、
田
野
之
民
、
皆
堅
忍
強
惇
、
此
強
兵
足
食
進
取
之
資

也
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
後
代
に
至
っ
て
も
民
情
は
「
堅
忍
強
惇
」
で
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あ
っ
た
。

(
お
)
増
淵
龍
夫
『
中
国
古
代
の
社
会
と
国
家
秦
漢
帝
国
成
立
過
程
の

社
会
史
的
研
究
|
』
(
弘
文
堂
、
一
九
六

O
年
二
月
)
、
同
「
新
版
中

国
古
代
の
社
会
と
国
家
』
(
岩
波
書
底
、
一
九
九
六
年
一

O
月
三

(
鈎
)
一
三
号
木
股
の
書
き
癖
・
墨
痕
と
、
一
八
号
木
股
の
そ
れ
が
一
番
近

い
よ
う
に
み
え
る
。

本
稿
投
稿
後
、
藤
田
勝
久
氏
か
ら
、
武
漢
大
学
簡
吊
研
究
中
心
が
管
理
す

る
巧
ou
版
論
文
と
し
て
、
二

O
O六
年
一
二
月
一
九
日
掲
載
さ
れ
た
、
景

帝
期
の
墓
だ
と
す
る
何
有
祖
「
安
徽
天
長
西
漢
墓
所
見
西
漠
木
臆
管
窺
」
が

あ
る
こ
と
を
教
示
さ
れ
た
。
た
だ
、
何
論
文
は
文
字
解
釈
で
参
考
に
す
べ
き

も
の
は
あ
る
が
、
基
本
的
に
拙
稿
の
解
釈
を
変
え
る
必
要
が
な
い
と
考
え

て
い
る
。
藤
田
氏
の
教
示
に
改
め
て
感
謝
し
た
い
。


